
冬の道路は危険がいっぱい！
自分のために、家族のために、みんなのために、
早めの冬用タイヤ装着をお願いします。

都道府県道路交通法施行細則または道路交通規則にて積雪または凍結した路面での冬用
タイヤの装着等いわゆる防滑処置の義務が規定されています。（沖縄県を除く）
違反行為については、反則金が適用される場合があります。（大型:7千円、普通:6千円）

冬の道路は危険がいっぱい！

凍結路面の　　　　　恐怖！
スリップすれば加害　  に！スリップすれば加害　  に！
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夏用タイヤのままでの不要・不急のお出かけはお控えください。
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